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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端縁で展示可能なパッケージ化された食品であって、
　フランジ及び３つの凹部を備え、当該３つの凹部は、上部凹部、当該上部凹部の下側に
配置された下部凹部、及び、前記上部凹部及び前記下部凹部の間に配置された中間凹部か
らなるトレイと、
　前記トレイを気密に密封する蓋と、
　前記凹部のそれぞれの内に配置された異なる食品であって、角切り肉製品及び角切りチ
ーズ製品を含む、少なくとも２つのたんぱく質食品を備える食品と、を備え、
　前記フランジは、第１の端部及び第２の端部を有し、
　前記凹部のそれぞれは、その中の酸素を低減又は削減するためにガス置換されており、
１以上の側壁と、前記フランジに対して傾斜した後壁と、を有し、更に、
　前記下部凹部の前記後壁に沿って当該後壁を超えて下方に延在する背面カードを備え、
　前記背面カードは、第１の端部及び第２の端部を有し、
　前記背面カードは、前記パッケージ化された食品を端縁で展示できるように方向付けら
れ、前記フランジの前記第１の端部が前記フランジの前記第２の端部より上方の高い位置
にあり、前記背面カードの前記第１の端部が前記背面カードの前記第２の端部より上方の
高い位置に位置し、前記フランジの前記第２の端部及び前記背面カードの前記第２の端部
が前記パッケージ化された食品を水平表面上に安定に支持し、前記背面カードの前記第２
の端部が、前記パッケージ化された食品に対して、拡大された設置面積を提供するために
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、前記フランジから、前記背面カードの前記第１の端部よりも大きな距離だけ離れるよう
に、構成された、パッケージ化され、
　前記パッケージ化された食品は、ほぼダンベル形の前面を有し、その表面にはたんぱく
質内容物に関連する情報が明示され、
　前記フランジは、上部部分、中央部分及び下部部分を有し、前記上部部分及び前記下部
部分の幅は、前記中央部分よりも広く、
　前記中間凹部は、前記上部凹分及び前記下部凹部よりも小さい幅と、前記上部凹分及び
前記下部凹部よりも小さい深さとを有し、
　前記パッケージ化された食品は、片手で容易に保持することができ、６インチから７イ
ンチの高さ、２インチから５インチの最大幅、及び、約１インチから約４インチの最大深
さを有している、食品。
【請求項２】
　前記後壁は,前記フランジに対して５°～４０°の角度に方向付けられる、請求項１記
載のパッケージ化された食品。
【請求項３】
　前記トレイは、少なくとも１つの凹部を有する第１の部分及び少なくとも１つの凹部を
有する第２の部分と、前記第１の部分と前記第２の部分の分離を容易にするために、前記
第１の部分と前記第２の部分との間に脆弱部を備える、請求項１記載のパッケージかされ
た食品。
【請求項４】
　前記フランジは一つの平面を規定し、前記フランジの前記平面から前記傾斜した背面カ
ードの下端までの距離は、前記上部区画室の深さに等しい、請求項１記載のパッケージ化
された食品。
【請求項５】
　端縁で展示可能なパッケージ化された食品であって、
　フランジ及び３つの凹部を備え、当該３つの凹部は、上部凹部、下部凹部、及び、前記
上部凹部及び前記下部凹部の間に配置された中間凹部からなるトレイと、
　前記トレイを気密に密封する蓋と、
　前記凹部のそれぞれの内に配置された異なる食品であって、角切り肉製品及び角切りチ
ーズ製品を含む、少なくとも２つのたんぱく質食品を備える食品と、を備え、
　前記フランジは、第１の端部及び第２の端部を有し、
　前記凹部のそれぞれは、その中の酸素を低減又は削減するためにガス置換されており、
１以上の側壁と、後壁と、を有し、
　前記下部凹部の前記後壁に沿って当該後壁を超えて下方に延在する背面カードを備え、
　前記背面カードは、第１の端部及び第２の端部を有し、
　前記背面カードは、前記パッケージ化された食品を端縁で展示できるように方向付けら
れ、前記フランジの前記第１の端部が前記フランジの前記第２の端部より上方の高い位置
にあり、前記背面カードの前記第１の端部が前記背面カードの前記第２の端部より上方の
高い位置に位置し、前記フランジの前記第２の端部及び前記背面カードの前記第２の端部
が前記パッケージ化された食品を水平表面上に安定に支持し、
　前記パッケージ化された食品は、ほぼダンベル形の前面を有し、その表面にはたんぱく
質内容物に関連する情報が明示され、
　前記フランジは、上部部分、中央部分及び下部部分を有し、前記上部部分及び前記下部
部分の幅は、前記中央部分よりも広く、
　前記中間凹部は、前記上部凹分及び前記下部凹部よりも小さい幅を有し、
　前記パッケージ化された食品は、片手で容易に保持することができ、６インチから７イ
ンチの高さ、２インチから５インチの最大幅、及び、約１インチから約４インチの最大深
さを有している、食品。
【請求項６】
　前記食品は更に、ナッツを備え、前記中間凹部は、前記上部凹部及び前記下部凹部より
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も小さい深さを有している、請求項５記載の食品。
【請求項７】
　端縁で展示可能なパッケージ化された食品を製造する方法であって、
　フランジ及び３つの凹部を備え、当該３つの凹部は、上部凹部、下部凹部、及び、前記
上部凹部及び前記下部凹部の間に配置された中間凹部からなり、前記フランジが、第１の
端部及び第２の端部を有しているトレイを形成するステップ、
　前記凹部のそれぞれの凹部内に異なる食品を配置するステップであって、当該食品は、
角切り肉製品及び角切りチーズ製品を含む、少なくとも２つのたんぱく質食品を備える食
品であり、前記凹部のそれぞれは、その中の酸素を低減又は削減するためにガス置換され
ており、１以上の側壁と、後壁と、を有している、ステップ、
　前記トレイを蓋によって気密に密封するステップ、
　前記下部凹部の前記後壁に沿って当該後壁を超えて下方に延在する背面カードを取り付
けるステップであって、前記背面カードは、第１の端部及び第２の端部を有し、前記背面
カードは、前記パッケージ化された食品を端縁で展示できるように方向付けられ、前記フ
ランジの前記第１の端部が前記フランジの前記第２の端部より上方の高い位置にあり、前
記背面カードの前記第１の端部が前記背面カードの前記第２の端部より上方の高い位置に
位置し、前記フランジの前記第２の端部及び前記背面カードの前記第２の端部が前記パッ
ケージ化された食品を水平表面上に安定に支持するステップ、
　を備え、
　前記パッケージ化された食品は、ほぼダンベル形の前面を有し、その表面にはたんぱく
質内容物に関連する情報が明示され、
　前記フランジは、上部部分、中央部分及び下部部分を有し、前記上部部分及び前記下部
部分の幅は、前記中央部分よりも広く、
　前記中間凹部は、前記上部凹分及び前記下部凹部よりも小さい幅と、前記上部凹分及び
前記下部凹部よりも小さい深さとを有し、
　前記パッケージ化された食品は、片手で容易に保持することができ、６インチから７イ
ンチの高さ、２インチから５インチの最大幅、及び、約１インチから約４インチの最大深
さを有している、方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本発明は、”Packaged Food product”（パッケージ化された食品）という名称で２０
１２年１２月２６日に出願された米国仮特許出願第６１／７４５，９１５号の利益を主張
するものであり、その全開示内容は参照することにより本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、概してパッケージングされている食物に関し、より詳しくは直立位置で展示
し得るパッケージ化された食品に関する。
【背景技術】
【０００３】
　パッケージ化された食品は、本質的に完成したミールを提供するために様々な調理済み
（ＲＴＥ）食品を収容するミールキット、並びに、ミールキットより少ない構成要素及び
／又は少ない量を収容するスナックキットを含んでいる。これらのキットは、例えば、ク
ラッカやパン等のでんぷん質類、肉類、ナッツ類及びチーズ類等のたんぱく質類、ソース
類、ディップ類、デザート類、ジュース等の飲料、及び／又は、他の食料及び飲料を収容
することができる。
【０００４】
　１以上の凹部を有するトレイ及び取り外し可能な蓋を備える直立パッケージ化された食
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品は時には、そのパッケージを棚の上に直立位置で展示するのを容易にするために、前壁
に対してほぼ平行に配置された背面カードを含む場合がある。また、パッケージ化された
食品は、例えば、特許文献１に示されているように、可動タブのような吊り下げ機能部を
含む場合がある。このようなパッケージは特許文献２に開示されているように様々な材料
で造ることができ、その開示内容は参照することにより本明細書に組み込まれる。
【０００５】
　食品は、前記凹部内に、包装紙又は他のパッケージング材とともに又はなしで、配置さ
れる。いくつかの食品は、フィルムラップ、パウチ又は取り外し可能な蓋を有する容器内
に個別に、予めパッケージングすることができる。飲料は、剥離シールで所定の位置に固
着された取り外し可能な可撓性蓋を有するカップ、４面体パウチ等の可撓性パウチ、金属
缶、ねじ蓋付きプラスチックボトル、又は、別種の容器に収容することができる。保存寿
命及び安定性を高めるために、前記凹部をガス置換して酸素を低減又は排除することがで
き、また、当該凹部内の内部容器をガス置換又は真空密封して酸素を低減又は排除するこ
とができる。
【０００６】
　これまで、上述したいくつかの種類の直立型パッケージ化食品は、幾分不安定で、軽微
な外乱に応じて傾きやすいことが証明されている。このようなパッケージには、安定性を
高める必要性がいまだに存在している。また、食料品店で市販される様々なパッケージ化
された食品に対して、製品を積極的に目立たせることができる革新的でインパクトのある
新しいパッケージングの継続的必要性が存在する。更に、食品パッケージングの取扱い性
の向上についても継続的必要性が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第７，１２８，２２２号明細書
【特許文献２】米国特許第５，６５７，８７４号明細書
【発明の概要】
【０００８】
　以下に記載するパッケージ化された食品（製品）は、パッケージを直立させる際、即ち
、垂直向きに立たせる際に、拡大された設置面積を与えることによって安定性が高まるよ
うに、傾斜した背面カードを組み込むことができる。前記傾斜した背面カードは、垂直位
置で自立するパッケージの能力を向上させるために、即ち、外部支持のための他の構造に
頼ることなく、棚の上に確実に立たせるために、製品の前面と背面カードとの間に、より
広い支持基部を提供することができる。
【０００９】
　パッケージ化された食品は、前から及び／又は他の角度から見て、ほぼダンベル形にす
ることができ、また、隣接端部より狭い及び／又は薄い中央部分を備えるものとし得る。
これは消費者による製品の取扱いを容易にし得る。即ち、トレイデザインのへこんだ中央
部は、感覚的な、安全で心地よい製品の手持ち感を提供するのに役立ち得る。パッケージ
を持ちやすくするために縮小部を設けることは、スリムで／贅肉のない感覚をもたらすこ
とができる。この形状は、小売時に製品を前から及び／又は他の角度から見たとき、前記
製品にインパクトのある外観及びテーマを与えることもできる。前記製品は、形状で規定
されるテーマと一致する高たんぱく質食品を収容することができる。例えば、いくつかの
実施形態では、角切り肉、ナッツ及び角切りチーズの構成要素を下部、中間及び上部区画
室内にそれぞれ収容することができる。パッケージは、食品のたんぱく質内容物に関する
情報の目立つ表示を含めることもできる。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、前記パッケージ化された食品は、縦に配列された３つの凹部
又は区画室を備えることができる。背面カードが載置される区画室、サイドシール幅及び
下部区画室のドラフト角度が、良好な直立性、製品アクセス及び区画室を空のように見せ
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ない製品景観を提供するように設計される。
【００１１】
　本発明の区画室は、食品の量に比例させるのが好ましい。いくつかの実施形態では、前
記製品は、色々な大きさの手に使いやすく設計される。いくつかの実施形態では、前記製
品は、他の同様の製品との積み重ねを可能にし、様々な方法で、例えば、（１）自立した
直立又は垂直姿勢で、（２）前記製品が、水平スタック又はアレイの状態で、他の同様の
製品に又は壁又は他の構造に寄りかかって、アレイの先頭の製品の背面がその背後の隣接
製品の前面と係合する直立姿勢で、又は、（３）平面又は水平姿勢で、展示するのに適し
ている。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、パッケージの安定性を背面カードで又は当該背面カードなし
で高めるために、フランジは、例えば、２ｍｍ～２．５ｍｍの小さな戻りリップ寸法及び
例えば５ｍｍ～６ｍｍの小さなフランジ幅を有することができる。いくつかの実施形態で
は、前記製品は、起立及びペグ掛けの両方が可能である。シールフランジをパッケージの
頂部で延長させ、その延長部にペグ孔を設けることによりペグ掛けを向上させることがで
きる。ペグ掛けはシールフランジをパッケージの頂部で延長させ、その延長部にペグ孔を
設けることで達成し得る。代わりに又は加えて、前記背面カードをパッケージの頂部又は
側部まで延長させてその延長部をペグ掛け目的に使用してもよい。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、前記製品は単品である。他の実施形態では、前記製品はマル
チパックである。
【００１４】
　高速で高効率の商業作業でパッケージ化された食品（製品）を作成する方法及びこのよ
うな製品を展示する方法も以下に記載される。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、本方法は、上部区画室のような区画室の下側面に、背面カー
ドがこの区画室の方向に移動するのを制限する表面を設けることで背面カードの正確な設
置を容易にすることができる。具体的には、組立て時の背面カードのためのガイドを提供
するために、上部区画室の下側面に切欠き又は棚を設けることができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、パッケージ化された食品は、フランジと少なくとも１つの凹
部とを備える剛性の熱成形されたトレイと、前記トレイを密封する蓋とを備える。少なく
とも１つの凹部に食品が配置される。各凹部は、１以上の側壁と、前記フランジに対して
傾斜した後壁とを有する。背面カードは、前記後壁に沿って当該後壁を越えて延びている
。前記背面カードは、前記パッケージ化された食品を端縁で展示できるように方向付けら
れ、前記フランジの下端及び前記背面カードの下端が前記パッケージ化された食品を水平
表面上に安定に支持する。前記背面カードの下端は、パッケージ化された食品に、拡大さ
れた設置面積を提供するために、前記フランジから、前記背面カードの上端よりも大きな
距離だけ離れている。前記後壁は、前記フランジに対して、例えば、５°～４０°又は１
５°～３０°の角度に方向付けることができる。前記背面カードは、第１の凹部又は区画
室の前記傾斜した後壁に対してぴったりくっついた及び／又は固着された前面を有し、上
端は、それよりも上方の第２の凹部又は区画室の底壁に当接し得る。前記第２の区画室の
前記底壁は、前記背面カードの一部分と係合する、溝又は棚のような安定化表面を有し得
る。溝又は切欠きを設ける場合には、熱成形又は真空成形処理などの高速モールドプロセ
スでのトレイの効率的な製造を妨げないように、前記溝又は前記切欠きを十分に浅くする
のが望ましい。前記背面カードの一部分は、前記上部凹部を超えて上方に延び、前記パッ
ケージ化された食品をペグからつり下げることを容易にするために、前記上部凹部の上方
に孔を設けることができる。
【００１７】
　前記トレイは、少なくとも１つの凹部を備える第１の部分及び少なくとも１つの凹部を
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備える第２の部分備え、前記第１の部分と前記第２の部分との分離を容易にするためにそ
れらの間に脆弱部を備えることができる。区画室のいくつか又はすべてをそれらの中の酸
素を低減又は削減するためにガス置換することができる。前記蓋は、湿気バリヤ特性及び
酸素バリヤ特性を有する可撓性フィルムとし得る。前記製品は、ほぼダンベル形の前面を
有することができ、その表面にたんぱく質内容物に関連する情報を明示し、この製品は、
チーズ類、肉類及びナッツ類からなる群から選ばれる１以上のたんぱく質食品を含むこと
ができる。前記トレイは、上部凹部、下部凹部及びそれらの間の中間凹部を備えることが
できる。前記中間凹部は、前記上部凹部及び前記下部凹部より狭く浅くすることができる
。いくつかの実施形態では、前記上部凹部内の食品の質量は、安定性を高めるために、前
記下部凹部内の食品の質量より小さくすることができる。他の実施形態では、前記上部凹
部内の食品の質量は、前記下部凹部内の食品の質量に等しいかそれより大きくすることが
でき、この構成では重心が高くなるにもかかわらず、前記傾斜した背面カードによって十
分な安定性を与えることができる。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、パッケージ化された食品は、各々がフランジと少なくとも１
つの凹部を備え、これらの凹部の各々が１以上の側壁及び前記フランジに対して傾斜した
後壁を有する第１及び第２の剛性の熱成形トレイと、前記凹部内に配置された食品と、前
記凹部内に前記食品を密封する手段とを備える。１つ以上の背面カード手段が前記後壁の
少なくとも一部分に沿ってそれを超えて延在し得る。前記背面カードは、前記フランジの
下端及び前記背面カードの下端が前記パッケージ化された食品を水平表面上に安定に支持
するように方向付けられ、前記背面カード手段の前記下端が前記パッケージ化された食品
に、拡大された設置面積を提供するために、前記フランジから、前記背面カードの上端よ
りも大きな距離だけ離れるように構成し得る。前記凹部は、その中の酸素を低減又は削減
するためにガス置換し得る。前記凹部内の食品を密封する手段は、前記第１のトレイの前
記フランジに気密に密封される第１のフィルム蓋及び前記第２のトレイの前記フランジに
密封される第２のフィルム蓋を備えることができる。代わりに、前記凹部内の食品を密封
する手段は、前記第１のトレイの前記フランジに気密に密封される第１の部分及び前記第
２のトレイの前記フランジに密封される第２の部分を有する単一のフィルム蓋を備えても
よい。この構成では、前記フィルム蓋に、前記第１の部分と前記第２の部分との分離を容
易にするために脆弱部を設けてもよい。
【００１９】
　前記背面カードは、前記第１のトレイのみと係合する１以上の背面カード及び／又は前
記第２のトレイのみと係合する１以上の背面カードを備え、又は、前記第１のトレイと係
合する第１の部分及び前記第２のトレイと係合する第２の部分を有する単一の背面カード
を備え、前記第１の部分と前記第２の部分との分離を容易にするために、前記第１及び前
記第２の部分の間に脆弱部を設けることができる。各背面カードは、中間区画室の後壁に
固着することができる。前記後壁及び前記背面カードは、前記フランジに対して５°～４
０°又は１５°～３０°の角度に方向付けることができる。各トレイは、１以上の前記背
面カードの上端と係合する、浅い溝又は棚のような安定化表面を有する、上部区画室又は
凹部を備えることもできる。代わりに、１以上の前記背面カードの一部分を前記上部凹部
を超えて上方に延長させ、前記パッケージ化された食品をペグから吊り下げることを容易
にするために、前記上部凹部の上方に孔を設けることができる。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、前記パッケージ化された食品は、フランジと少なくとも１つ
の区画室又は凹部を備えるトレイと、前記区画室内に配置されたタンパク質食品と、前記
区画室内に食品を密封するほぼダンベル形の蓋とを備える。その蓋には、食品のたんぱく
質内容物に関する情報を目立つように表示することができる。前記トレイは、熱成形する
ことができ、また、上部凹部、下部凹部及びそれらの間の中間凹部を備えることができる
。前記中間凹部は、前記上部凹部及び前記下部凹部よりも、狭く及び／又は浅くすること
ができる。前記上部凹部内には、第１のたんぱく質食品を配置することができる。前記中
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間凹部内には、第２のたんぱく質食品を配置することができる。前記下部凹部内には、第
３のたんぱく質食品を配置することができる。背面カードを前記後壁の少なくとも一つに
沿ってその壁を超えて延長させることができる。前記背面カードは、上端及び下端を有し
、また、前記フランジの下端及び前記背面カードの下端が、前記パッケージ化された食品
を水平表面上に安定に支持するように方向付けることができ、前記背面カードの前記下端
が、前記下部区画室の下側及び後側に延在し、前記パッケージ化された食品に、拡大され
た設置面積を提供するために、前記フランジから、前記背面カードの前記上端よりも大き
な距離だけ離れるように構成することができる。
【００２１】
　前記中間凹部は、前記フランジに対して５°～４０°の角度、具体的には１５°～３０
°の角度に方向向けられた、傾斜した背面を有している。この傾斜した背面に、前記背面
カードをぴったり重ねて固着することができる。前記上部凹部は、浅い溝若しくは棚又は
前記背面カードの一部分と係合する他の構造を含む、安定化表面を有することができる。
前記背面カードの一部分を前記トレイを超えて上方に又は横方向に延長し、その延長部に
、前記パッケージ化された食品をペグから吊り下げることを容易にするために、孔を設け
ることができる。これらの凹部は、それらの中の酸素を低減又は削減するためにガス置換
することができる。前記食品は、チーズ類、肉類及びナッツ類及び／又は他の食品とする
ことができる。前記上部区画室内の前記食品の質量は、前記下部区画室内の前記食品の質
量よりも小さくし得る。前記トレイの前記フランジは、一つの平面を規定する。前記上部
区画室は、前記下部区画室よりも大きい深さにすることができる。前記フランジの前記平
面から前記傾斜した背面カードの下端までの距離は、前記上部区画室の深さに等しくして
、直立向きでの展示に加えて、前記製品を、前記上部区画室の前記背面と、前記背面カー
ドの前記下端とで支持される、水平又は平面配置で展示できるようにすることができる。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、食品を高速商業パッケージング作業でパッケージングす
る方法は、
（ａ）フランジと、傾斜した背面を有する少なくとも１つの凹部とを有するトレイを形成
するステップ、
（ｂ）前記トレイに食品を配置するステップ、
（ｃ）前記トレイの上にフィルムを配置するステップ、
（ｄ）前記食品を前記少なくとも１つの凹部内に密封するステップ、
（ｅ）剛性を有する、傾斜した背面カードを前記傾斜した背面上の所定の位置に配置し、
前記パッケージ化された食品を、ほぼ水平な表面と接触する前記フランジの端と、前記傾
斜した背面から離れて下方に延びておりほぼ水平な表面と接触する背面カードとで、ほぼ
水平な表面上を直立方向に安定して自立可能にするステップ、及び
（ｆ）複数の追加のパッケージ化された食品を形成するためにステップ（ａ）～（ｅ）を
繰り返すステップ、
を備えることができる。
【００２３】
　ステップ（ａ）乃至（ｆ）は、単一の効率的な高速運転において、インラインで実行す
ることができる。代わりに、前記トレイを形成するステップなどの１以上のステップは、
オフラインで実行することができる。前記トレイをオフラインで形成する場合には、前記
トレイは、共にひとそろいに積み重ねられた状態で充填及び密封ラインに供給することが
できる。
【００２４】
　前記剛性を有する、傾斜した背面カードを前記後面に配置するステップは、前記背面カ
ードを前記後面に固着するために接着剤又は他の手段を使用してもよく、更に前記背面カ
ードを１以上の区画室に固着してもよい。いくつかの実施形態では、前記トレイは、共平
面の傾斜背面を有する２つの下部区画室、及び、前記背面カードの上端を受け入れるため
の、切欠き、溝又は棚等の、安定化機能部を有する下面を有する上部区画室を備えてもよ
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い。
【００２５】
　ガス置換ステップなどの追加のステップを、前記プロセスに含めてもよい。前記プロセ
スは、前記パッケージ化された食品を２つ一組に結合するステップを含んでもよく、その
場合には、前記剛性を有する、傾斜した背面カードを、前記傾斜した背面に設置するステ
ップは、単一の剛性を有する、傾斜した背面カードを、２つのトレイの後面に配置するス
テップを含む。
【００２６】
　前記パッケージを形成し、充填し、密封し、背面カードを取り付けた後、得られたパッ
ケージ化された食品は、小売場所に輸送され、水平の棚の上に、直立及び垂直位置で置く
ことができ、それらの製品は安定に自立する。代わりに、それらの製品は、他の方法で展
示してもよく、例えば、それらの製品を隣の製品又は他の構造に寄り掛からせて棚上に直
立位置に置いても、棚上に平面又は水平位置に置いても、上部又は側部のハングタブによ
り直立位置又は横向き位置でペグに吊り下げてもよい。
【００２７】
　本明細書で使用する「背面カード」という語は、任意のパネル又は類似物を指す。ここ
で記載する、前記背面カードは、任意の適切な材料、例えば限定としてではなく、一例と
して、カードストック、板紙、ポリマー材料、又は、上記の材料及び／又は金属箔などの
他の材料の１以上の層を含む積層板からなるもとし得る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】第１の実施形態によるパッケージ化された食品の斜視図である。
【図２】図１面図である。
【図３】図１の背面図である。
【図４】図１の右側面図である。
【図５】図１の左側面図である。
【図６】図１の上面図である。
【図７】図１の底面図である。
【図８】第２の実施形態によるパッケージ化された食品の右側面図である。
【図９】図８の斜視図である。
【図１０】図１のパッケージ化された食品の右側面図である。
【図１１】第３の実施形態の右側面図である。
【図１２】第４の実施形態の右側面図である。
【図１３】第５の実施形態の右側面図である。
【図１４】第６の実施形態の斜視図である。
【図１５】図１４の背面図である。
【図１６】図示を除いては図１４の実施形態に類似する第７の実施形態の背面図である。
【図１７】第８の実施形態の等角投影図である。
【図１８】図１のトレイの右側断面図である。
【図１９】第９の実施形態の等角投影図である。
【図２０】図１４の実施形態と一致するが透明の蓋を備える第１０の実施形態の等角投影
図である。
【図２１】パッケージ化された食品を作成し展示する方法を示すフローチャートである。
【図２２】第１１の実施形態の斜視図である。
【図２３】図２２の正面図である。
【図２４】図２２の右側面図である。
【図２５】第１２の実施形態の右側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１－７に示す第１の実施形態では、１以上の凹部又は区画室、具体的には、上部区画
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室４４、中間区画室４６及び下部区画室４８、を備える、剛性を有する、熱成形されたト
レイ４２と、このトレイを密封する蓋５０とを備えるパッケージ化された食品（製品）４
０が提供される。食品５２、５４及び５６（図４に示されている）は、前記凹部それぞれ
に配置されている。
【００３０】
　各凹部は、１以上の側壁と、後壁を有する。背面カード５８は、中間及び下部区画室の
共平面の後壁６０及び６２に沿ってそれらを超えて延在する。背面カード５８は、パッケ
ージ化された食品が端縁で展示できるように方向付けられ、フランジ６６の下端６４と背
面カード５８の下端６８がパッケージ化された食品を水平面７０（図４）上に安定に支持
する。
【００３１】
　背面カードの下端６８は、パッケージ化された食品に、拡大された設置面積を与えるた
めに、前記下部区画室の背面から下方に且つ後方に延長する。後壁６０，６２及び背面カ
ード５８は、フランジ６６に対して５°～４０°又は１５°～３０°の角度αに方向付け
ることができる。
【００３２】
　背面カード５８は、中間及び下部区画室の、前記傾斜した後壁６０及び６２と同一平面
をなし、それらの後壁に接着剤及び／又は他の手段で固着された前面部を有する。前記背
面カードは更に、前記上部区画室の底壁７４と当接する上端７２を有する。第２の区画室
の底壁は、前記背面カードの前記上端又は別の部分と係合する、図１２に示す浅い溝又は
棚のような安定化表面７６を有することができる。他の実施形態では、その一例が図８及
び図９に示されるように、背面カード５８の一部分を上方に前記上部凹部を越えて延長さ
せることができ、この延長部に、前記パッケージ化された食品をペグから吊り下げること
を容易にするために、前記上部凹部の上方に孔１０４を設けることができる。代わりに、
前記背面カードを横方向に前記トレイを超えて延長させ、その延長部に、前記製品のペグ
掛けを容易にするために孔を開けることができる。
【００３３】
　区画室４４,４６及び４８の一部又は全部をその中の酸素を低減又は削減するためにガ
ス置換することができる。前記蓋は、湿気バリヤ特性及び酸素バリヤ特性を有する可撓性
フィルムで構成し得る。
【００３４】
　取扱いを容易にするとともに情報又はテーマ別コンセプトを伝えるために、請求項１の
前記製品は、ほぼダンベル形の前面８０を有し、中間凹部４６が、上部及び下部凹部より
も狭く且つ浅くなっている。前記製品のコンセプトに沿って、前記前面には、たんぱく質
内容物に関する情報１０８、例えば、「プロテインパック」という語又その製品に含有さ
れるたんぱく質の量が目立つように表示される。前記製品は、全体として、多量のたんぱ
く質を含有する、角切りチーズ５２、角切り肉５４及びナッツ５６等の、１以上のたんぱ
く質食品を含むことができる。限定としてではないが、一例として、いくつかの実施形態
におけるタンパク質の量は、例えば、約５～２０グラム、約１２～１４グラム、又は、約
１３グラムとすることができ、そのタンパク質の量は、前面８０に目立つように表示され
た又はパッケージに含められた、テキスト及び／又はグラフィックスで伝えることができ
る。ブランド情報、成分情報、栄養情報を提供し、パッケージを魅力的なものとするため
、又は他の目的のために、他のテキスト、グラフィックス、色などをパッケージの任意の
表面に含めることができる。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、前記上部区画室内の前記食品の質量は、安定性を高めるため
に、前記下部区画室内の前記食品の質量よりも小さくしてよい。他の実施形態では、前記
上部区画室内の前記食品の質量は、前記下部区画室内の前記食品の質量に等しいかそれよ
りも大きくしてもよく、この構成と関連する高い重心にもかかわらず、十分な安定性を、
前記傾斜した背面カードによって与えることができる。
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【００３６】
　前記製品は、良好な取扱い性を有するような、大きさ及び形状にするのが好ましい。こ
の目的のために、いくつかの実施形態では、トレイ４２は、３インチ～１０インチ又は６
インチ～７インチの高さ”ｈ”、２インチ～５インチ、又は３インチ～４インチの最大幅
Ｗ１、縮小中央幅”Ｗ２”、約１～４インチ、又は２インチ～３インチの深さ”ｄ１”、
及び、ｄ１より小さい縮小中央深さ”ｄ２”を有する。いくつかの実施形態では、背面カ
ード５８は、前記下部区画室から下方に且つ後方に延長し、いくつかの実施形態では、そ
の下端で、ｄ１より大きな増大深さ”ｄ３”を有する製品を提供する。いくつかの実施形
態では、上部区画室４４及び下部区画室４８の各々は、幅”Ｗ３”を有し、前記中間区画
室は、Ｗ３より小さい縮小幅”Ｗ４”を有する。安定性の促進のために、フランジ幅”Ｗ
５”及びフランジ戻り寸法”Ｗ６”（図１８参照）は共に、相当小さくするのが好ましい
。いくつかの実施形態では、フランジ幅Ｗ５は、例えば、５ｍｍ～６ｍｍにすることがで
き、フランジ戻り寸法Ｗ６は、例えば、０ｍｍ～５ｍｍ、又は２ｍｍ～３ｍｍにすること
ができる。
【００３７】
　図８及び図９は、以下に示す点を除いて図１の実施形態に類似する実施形態を示す。図
８及び図９の実施形態では、背面カード５８は、上部区画室４４上をその全幅に亘って当
該上部区画室４４を超えて上方に延長し、蓋５０、フランジ６６及び背面カード５８にペ
グ孔１０４が設けられる。他の類似の実施形態では、前記背面カードを前記フランジの上
端を超えて垂直に延長させ、前記背面カードにのみ単一のペグ孔を設けてもよい。また、
他の実施形態では、前記背面カードの幅をその上端近くで縮小してもよい。
【００３８】
　図１０は、以下の点を除いて図１の実施形態に類似する実施形態を示す。図１０の実施
形態では、下部区画室４８の深さが上部区画室４４の深さよりも小さく、また、前記製品
のその下端における前記幅、即ち、前記フランジの前面により規定される平面から前記背
面カードの底部／後部端６８までの距離は、上部区画室４４の深さに等しい。図１０の構
成は、パッケージ化された食品４０を直立向き、水平向き又は他の向きにコンパクトに積
み重ね、展示することを容易にし得る。例えば、図１０に示すような、水平向きの製品の
積み重ねは、より安定であり、積み重ね荷重による、前記背面カードの大きなたわみを生
じない。しかしながら、図１０の実施形態の安定性は、底部又は基部における前記減少深
さのために、図１～図７の実施形態の安定性と同等にしない場合がある。また、前記背面
カードの取り付け前に、図１０の前記トレイは、上部区画室４４の後壁８２及び下部区画
室４８の後壁６２で載置されると、フランジ６６は、水平にならず、前記トレイの高速充
填及び密封が複雑になり得る。
【００３９】
　図１３に示すように、前記背面カードは、中間区画室４６及び下部区画室４８の両方に
付着させる必要はなく、中間区画室４６にのみ付着させ、下部区画室４８から離間させて
もよい。
【００４０】
　図１４，図１５及び図２０は、上述したトレイと同様の、第１及び第２のトレイ４２を
備える「マルチパック」パッケージの食品を示し、各トレイは、フランジ６６と、少なく
とも一つの凹部とを備える。前記凹部内に前記食品を封入する手段は、前記第１のトレイ
の前記フランジに気密密封される第１のフィルム蓋と、前記第２のトレイの前記フランジ
に気密密封される第２のフィルム蓋とを備えることができる。代わりに又は加えて、前記
凹部内に前記食品を封入する手段は、前記第１のトレイを覆う第１の部分８８及び前記第
２のトレイを覆う第２の部分９０を有する、単一の、不透明（図１４）又は透明（図２０
）のフィルム蓋８４を含むことができる。図２０に示すような透明の蓋の付与は、下側の
トレイ、その中に収容された食品、及び／又は、下側表面上のグラフィック、テキスト等
を、当該蓋を通して見ることができるという利点を提供する。前記第１の部分と前記第２
の部分との分離を容易にするためにミシン目のような脆弱部”８６”をフィルム蓋８４に
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設けてもよい。
【００４１】
　マルチパックの実施形態では、背面カード５８は、前記第１のトレイと係合する第１の
部分９２及び前記第２のトレイと係合する第２の部分９４を有し、前記第１の部分と前記
第２の部分との分離を容易にするために前記第１の部分及び前記第２の部分の間に脆弱部
９６を備える、単一の背面カードとすることができる。脆弱部９６は、１対の平行な垂直
ミシン目で規定される剥離可能材料のストリップとすることができる。１以上の前記背面
カードの一部分を、前記上部凹部を超えて上方に延長させ、その延長部に、前記上部凹部
の上方で孔を設けてパッケージ化された食品をペグから吊り下げることを容易にすること
ができる。
【００４２】
　図１６及び図１７は、下記の点を除いて図１４及び図１５の実施形態に類似する他の実
施形態を示す。
【００４３】
　図１６の実施形態では、ペグ孔１０４を有するハングタブ１００は、上部区画室４４の
間を上方に延長する剥離可能ストリップ９６の延長部１０２に設けられる。ハングタブ１
００は、取扱いを容易にするとともに前記孔の周囲に、追加の強度及び耐久性を与えるた
めに、拡大ヘッド部を備えてもよい。
【００４４】
　図１７の実施形態では、背面カードは上部区画室４４上をその全幅に亘ってそれを超え
て上方に延長し、ペグ孔１０４が蓋５０及び背面カード５８に設けられる。
【００４５】
　図２１は食品を高速の商業パッケージング作業でパッケージングし展示する方法を示し
、本方法は以下のステップ（ａ）～（ｆ）２１１～２１６を備える。
【００４６】
（ａ）フランジ及び傾斜した背面を有する少なくとも１つの凹部を備えるトレイを形成す
るステップ２１１；
（ｂ）食品を前記凹部内に配置するステップ２１２；
（ｃ）フィルムを前記トレイ上に配置するステップ２１３；
（ｄ）前記食品を少なくとも１つの凹部内に密封するステップ２１４；
（ｅ）剛性を有する、傾斜した背面カードを、前記傾斜した背面上の所定の位置に配置し
、前記パッケージ化された食品を、ほぼ水平な表面と接触する前記フランジの端及び前記
傾斜した後面から離れて下方に延びておりほぼ水平な表面と接触する背面カードで、ほぼ
水平な表面上を、直立方向に安定して自立可能にするステップ２１５；
（ｆ）複数の、追加のパッケージ化された食品を形成するために、少なくとも（ａ）乃至
（ｅ）を繰り返すステップ２１６；及び
（ｇ）複数のパッケージ化された食品を、小売展示のために直立させるステップ２１７。
【００４７】
　ステップ（ｂ）は、トレイが、図４の位置から９０°時計方向に回転したほぼ水平位置
で、トレイの背面がコンベヤ上に置かれた状態で行うことができる。
【００４８】
　ステップ（ａ）乃至（ｆ）は、単一の効率的な高速商業運転においてインラインで実行
することができる。代わりに、トレイ形成ステップなどの１以上のステップは、オフライ
ンで実行することができる。前記トレイをオフラインで形成する場合には、前記トレイは
、分離積み重ねを容易にするために設けられたスタッキングレグ１０６（図１９）と共に
ひとそろいに積み重ねられた状態で充填及び密封ラインに供給することができる。
【００４９】
　剛性を有する、傾斜した背面カードを後面に配置するステップは、前記背面カードを前
記後面に固着するために接着剤又は他の手段を使用してもよく、更に、背面カードを１以
上の区画室に固着してもよい。いくつかの実施形態では、前記トレイは、共平面の傾斜し
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又は棚等の、安定化機能部を有する下面を有する、上部区画室とを備えてもよい。
【００５０】
　ガス置換ステップなどの追加のステップを、前記プロセスに含めてもよい。前記プロセ
スは、パッケージ化された食品を、２つ一組に結合するステップを含んでもよく、その場
合には、前記剛性を有する、傾斜した背面カードを、前記傾斜した後面に配置するステッ
プは、単一の剛性を有する、傾斜した背面カードを、２つのトレイの後面に配置するステ
ップを含む。
【００５１】
　パッケージを形成し、充填し、密封し、背面カードを取り付けた後、得られたパッケー
ジ化された食品は、小売場所に輸送され、水平の棚の上に直立及び垂直位置に配置され、
それらは安定に自立する。代わりに、それらの製品は、他の方法で展示してもよく、例え
ば、それらの製品を隣の製品又は他の構造に寄り掛けて棚上に直立位置で展示しても、棚
上に平らに又は水平位置で展示しても、上部又は側部ハングタブでペグに直立位置又は横
向き位置で吊り下げてもよい。
【００５２】
　図２２～図２４は、図１の実施形態と同様のパッケージ化された食品で使用するトレイ
４２を備える他の実施形態を示す。図２２～図２４のトレイ４２は、上部区画室４４、中
間区画室４６及び下部区画室４８を含む。このトレイ４２はほぼダンベル形で、下記の点
を除いて図１のトレイに類似する。（１）前記トレイは、水平軸を中心に対称であり、そ
の中間区画室４６はほぼ垂直の後壁６０を有する。（２）前記トレイは、図１のトレイよ
り幅が広い。図２２～図２４のトレイを利用する食品パッケージは、背面パネルを含んで
もよいが、必ずしも背面パネルを含まなくてもよい。
【００５３】
　図２５は、下記の点を除いて図１～図７の実施形態に類似する他の実施形態を示す。図
２５の実施形態では、上部区画室４４の後壁８２は、下部区画室４８の最深部に接する平
面に配置された、ほぼ平らな表面８３を有する。この実施形態では、上部区画室の最大深
さが下部区画室４８の最大深さに等しい。即ち、フランジ６６の前面で規定される平面か
ら下部区画室４８の最後部までの距離は、同平面から前記上部区画室の最後部までの距離
に等しい。この構成は、コンベヤと接触する表面積が増大するために、充填中における、
剛性を有する、熱形成トレイの安定性の増加をもたらし得る。即ち、前記トレイは、前記
トレイはコンベヤ又は他の支持表面上のほぼ水平の位置で、背面カード５８の取り付け前
に充填される場合、ほぼ平らな表面８３は、接触面積の増大をもたらし、安定性を高め、
前記トレイがコンベヤ又は他の支持表面に対する、傾動、摺動、揺動又は他の望ましくな
い運動に影響されにくくなる。
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